令和７年１２月　１日
家畜飼養管理施設工事（育成豚舎建築主体工事）に係る一般競争入札告示

房総ポーククラスター協議会
会長　杉﨑　繁

房総ポーククラスター協議会が発注する「家畜飼養管理施設工事（育成豚舎建築主体工事及び設備工事）」について一般競争入札を行いますので公示します。
なお、本入札は国の補助事業の交付決定前の契約準備行為であるため、令和７年度において予算の交付がなされない場合には、本入札公告は中止するものとします。

１．入札対象工事
(1) 工事名
　　家畜飼養管理施設工事（育成豚舎建築主体工事及び設備工事）
(2) 工事場所
　　千葉県富里市十倉2355
(3) 工期等
　　ア．第１クール
　　　　契約確定の日から令和８年１月３１日まで
　　イ．第２期クール
　　　　令和８年２月１日から令和８年２月２８日まで
(4) 工事概要
　　設計図書のとおり
(5) 予定価格
　　事後公表
(6) 最低制限価格
　　事後公表

２．必要資格要件
（１）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条、
　　　地方自治2法（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４第１項の規定に該当
　　　しない者。
　（２）手形交換所による取引停止処分を受けてから２年間を経過している者
（３）開札日６か月以内に不渡手形又は不渡小切手を出していない者
（４）会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）の更生手続開始の申立てをした者で
同法に基づく裁判所による更生手続開始決定がなされているもの
（５）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の再生手続開始の申立てをした者で
同法に基づく裁判所による再生計画認可決定がなされているもの
（６）入札公告最終日から開札の日まで、農林水産省の機関、千葉県、富里市及び
千葉県内他市町村から工事請負契約に係る指名停止措置を受けていない者
（７）国税、千葉県税、千葉市税の全てに滞納がないこと
（８）過去に本工事と同等規模の家畜飼養管理施設工事（育成豚舎建築主体工事及び
設備工事）を施工し、完成したもの。

３．契約担当者
房総ポーククラスター協議会事務局
〒260-0031 千葉県千葉市中央区3-2-6　全農千葉県本部畜産部畜産酪農課
電話：０４３－２４５－７３８１　FAX：０４３－２４６－２５４７
E-mail：zz_cb_bousou-pork@zennoh.or.jp

４．設計図書の閲覧について
設計書及び設計図面（以下「設計図書」という。）は、「３．契約担当者」に電話連絡のうえ、交付を受けるものとする。

５．設計図書に係る質問及び回答
（１）入札参加申し込みをした者（以下「入札申込者」という。）は、設計図書に
対する質問があるときは、質問回答書を電子データまたはファックスにより提出すること。質問のない場合は提出不要です。
（２）送付先
 　　　「３．契約担当者」のとおり
（３）受付期間
　　令和７年１２月１日（月）午後５時～令和７年１２月１５日（月）午前１２時
　　（土・日曜日及び休日を除く）
（４）質問に関する回答は、令和７年１２月１８日（木）午後５時までに、
　　　房総ポーク販売促進協議会ホームページにて公開する。





６．入札参加申し込み
 　　郵送又は電子データにて、以下の書類を「３．契約担当者］あて提出すること。
（１）提出書類
ア．一般競争入札参加申請書
イ．誓約書
（２）提出期間
令和７年１２月１日（月）午後５時～令和７年１２月１５日（月）午前１２時
持参の場合は土・日曜日及び休日を除く
（３）契約担当者は、入札日時が決まり次第、入札申込者に通知する。

７．入札方法
 　　郵便等による非参集型入札とする。入札申込者は以下の書類を郵送またはメールにて「３．契約担当者」あてに提出すること。
（１）提出書類
ア．入札書
イ．見積内訳書（任意様式）
（２）提出期間
未定（令和７年１２月１５日（月）以降、決定次第入札申込者へ連絡する）

８．入札保証金
免除

９．開札
（１）日時 未定（令和７年１２月１５日（月）以降、決定次第入札申込者へ連絡する）
（２）場所 千葉県千葉市中央区新千葉3-2-6　全農千葉県本部内会議室
（３）「３ 契約担当者」は開札後に落札候補者の入札参加資格要件を審査する。

１０．留意事項
（１）入札の回数は１回とする。
（２）入札参加者は、入札書及び積算内訳書に必要事項を記入し、封筒に封入または
メールで発送すること。
（３）入札参加者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者である
かを問わず見積もった契約希望額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に
記載すること。
（４）予定価格の範囲内で最低制限価格以上の価格をもって入札した者のうち、最低の
　　　　価格をもって入札した者を落札候補者とする。
（５）落札候補者となるべき同価の入札をした者が２人以上あるときは、くじ引きで決定
する。
（６）本事業は国の補助事業の交付決定前の契約準備行為であるため、令和７年度に
おいて予算の交付がなされない場合には、本入札公告は中止するものとする。その際は入札参加申込者へ通知する。

１１．入札の無効
次の各号の一に該当する入札は、無効とする。
（１）入札参加資格を有しない者、及び指名競争入札における指名業者でない者の入札
（２）入札事項の記載のない入札又は入札者の記名押印のない入札
（３）金額を訂正した入札又は意思表示が不明瞭な入札
（４）入札日前日までに到着しない郵送による入札
（５）同一の入札参加者による同一案件で２通以上の入札
（６）入札に関し不正行為があったとき
（７）予定価格が事前公表されている場合においては、その価格を超える入札
（８）再度入札における入札金額が、前回の入札の最低金額以上の額の入札
（９）積算内訳書及び誓約書の提出を求めている入札において、その提出が無い入札
（１０）積算内訳書に内訳の記載がない入札及び内訳により算定した金額と異なる金額
の入札をしたとき
（１１）その他入札条件に違反した入札
（１２）本協議会で不当と認める行為があったとき

１２．落札者の決定方法
（１）開札後に入札参加者資格の審査を行う。落札候補者の入札参加資格要件を
審査し当該要件を満たしていることが確認できた場合、落札者とする。

１３．契約締結までの取り扱い
本契約を締結するまでの間に落札者が農林水産省の機関、千葉県、富里市及び
千葉県内他市町村からの指名停止処置の要件に該当することが明らかになった場合、又は合意書に基づく排除処置の対象となる法人等のいずれかに該当することが明らかとなった場合は、契約を締結しないことがある。この場合、本協議会は一切の損害賠償の責を負わない。

１４．契約書作成の要否
要

１５．支払い条件
発注者・請負者での協議により決定する。

１６．不正行為に関する処置
本件入札に関し、談合、贈賄等の不正な事実が明らかとなったときは、損害賠償を
請求する。また、損害賠償の請求に合わせて本件契約を解除することがある。

１７，その他
（１）入札参加者は、本公告を熟読し、公正かつ適正に入札すること。
（２）書類等の記載内容が不明確で本工事の入札参加資格を確認できない場合には、
説明を求めることがある。
（３）現場説明会は実施しない。
（４）本入札に係る資料の作成に要する費用は入札参加者の負担とする。
（５）一度提出された資料の修正は受け付けない。また資料の返却は行わない。
（６）入札にあたっては、富里市制限付き一般競争入札資格要件設定基準
（R7.4.1～）をはじめ、富里市の入札に係る規則等を準用すること。
（７）落札者のうち電子データにて送付した業者は原本を後日「３．契約担当者」まで
簡易書留で送付する。
（８）本件問い合わせ先
 　　「３．契約担当者」のとおり。

以上
